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これまでのがん対策推進協議会全体を通じた主な意見 

【がんの１次予防】 

現状と課題 主な意見 

○ がんの原因は、受動喫煙を含む喫煙、食生

活、運動等の生活習慣、ウイルスや細菌の

感染など様々なものがある。 

 

○ たばこ対策については、たばこ製品への注

意文言の表示強化、広告規制の強化、禁煙

治療の保険適用、公共の場は原則として全

面禁煙であるべき旨の通知の発出やたばこ

税率の引上げの要望等対策を行ってきた。 

○ ２０１６年８月に、「喫煙の健康影響に関す

る検討会報告書」をとりまとめた。 

○ 男性の喫煙率は、３０．１％（２０１５年）

と諸外国と比較すると依然高い水準であ

る。 

○ 成人の喫煙者のうち、禁煙を希望している

者は、２７．９％（２０１５年）と下げ止

まり傾向である。 

 

○ ウイルスや細菌への感染は、男性では喫煙

に次いで２番目、女性では最もがんの原因

として寄与が高い因子とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ データを基にした科学的根拠に基づく効果

的、効率的な予防対策を推進する。 

 

 

○ たばこ対策については、喫煙率の低下と受

動喫煙の防止を達成するための施策等をよ

り一層充実させる。 

○ 家庭における受動喫煙の機会を低下させる

に当たっては、妊産婦や未成年者の喫煙を

なくすことを含め、受動喫煙防止を推進す

るための普及啓発活動を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 肝炎ウイルスについては、肝炎ウイルス検

査体制の充実やウイルス陽性者の受診勧

奨、普及啓発を通じて、肝炎の早期発見・

早期治療につなげることにより、肝がんの

発症予防に努める。 

○ Ｂ型肝炎については、２０１６年１０月よ

り、予防接種法に基づく定期の予防接種の

対象疾病に追加しており、着実に接種を推

進する。 

○ ＨＴＬＶ－１については、感染予防対策を

含めた総合対策等に引き続き取り組む。 

○ ヘリコバクター・ピロリについては、除菌

の有用性について内外の知見をもとに 検討
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○ がんと関連する生活習慣等については、多

量に飲酒する人の割合、野菜の摂取量及び

果物類の摂取量に変化が見られず、普及啓

発が不十分な部分がある。 

する。 

 

○ その他の生活習慣等については、「飲酒量の

低減」、「定期的な運動の継続」、「適切な体

重の維持」、「野菜・果物摂取量の増加」、「食

塩摂取量の減少」等の日本人に推奨できる

がん予防法について、効果的に普及啓発等

を行う。 

 

【がんの早期発見、がん検診（２次予防）】 

現状と課題 主な意見 

１. がん検診受診率について 

○ がん検診受診率は、目標としている胃、肺、

大腸については４０％、乳腺、子宮頸部に

ついては５０％に届いていない。 

 

○ がんの早期発見・早期治療を更に進め、が

んによる死亡率の低下を目指していく上

で、がん検診の更なる充実は必要不可欠で

ある。 

○ 受診率向上につながる対策を講じて一層の

向上に努めることとし、第３期基本計画で

は、適切な対象年齢や検査間隔を満たした

上で、現在よりも高い目標を設定すべきで

ある。 

○ 受診勧奨施策の政策評価と標準化を推進す

べきである。検診台帳の全国標準化を目指

すとともにコール・リコールの効果測定を

行い、そのガイドラインを策定すべきであ

る。 

２. 市町村におけるがん検診の受診率及び算定

方法について 

○ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）におけ

るがん検診は健康増進法に基づく市町村の

事業として行われている。 

○ 受診率が低い原因については、個別受診勧

奨などの普及啓発が不足していることや受

診者の立場に立った利便性への配慮が十分

 

 

○ 市町村間で比較するための指標は、全ての

市町村が同じ条件で算定可能なデータを用

いて算出される必要があるため、「国民健康

保険の被保険者数」を分母とし、「国民健康

保険の被保険者のうち市町村事業における

がん検診を受診した者」を分子とした値を
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でないこと等が指摘されている。 

○ 「地域保健・健康増進事業報告」における

対象者を統一し、あわせて他の保険者も含

めた職域における部分の数値を把握出来る

ようにし、全住民を対象とした受診率を実

数で算定する仕組みを早急に構築すべきで

はないかという意見がある。 

第１指標とすることが現時点においては妥

当である。 

○ また、上記の算定法による指標だけでは、

国民健康保険被保険者の受診率向上のみが

評価されるおそれがあるため、地域保健・

健康増進事業報告におけるがん検診受診率

算定のための対象者を住民全体とした受診

率を第２指標とすべきである。 

○ 受診率向上施策については、これまでの施

策の効果を検証した上で、効果的な方法を

引き続き検討する必要がある。 

○ 国は、市町村が行うがん検診について、受

診勧奨の方法等を継続して把握する必要が

ある。 

○ 市町村においてがん検診の対策を行う際、

当面は、健康増進事業による検診の受診者

について加入保険別に集計することを目指

し、将来的には、職域で行われる検診も含

め、全住民を対象とした受診率を実数で算

定する仕組みを構築し、より正確な受診率

について検討すべきである。 

３. 科学的根拠に基づくがん検診の実施及びが

ん検診の精度管理について 

○ 科学的根拠に基づく正しいがん検診を受診

し、必要に応じて精密検査を受けることは、

がんの早期発見、適切な治療、ひいてはが

んによる死亡率の減少につながる。 

○ しかし、現在実施されているがん検診の内

容の一部が、科学的根拠に基づくものとは

言い難い状況がみられる。 

○ 精密検査受診率については、２０１３年の

地域保健・健康増進事業報告によると、お

よそ６５～８５％であるが、我が国のがん

対策における目標値が定められていない。 

 

 

○ ５年以内に、全ての市町村が、精度管理・

事業評価を実施するとともに、科学的根拠

に基づくがん検診を実施することを目標と

する。 

○ 項目や対象年齢等について科学的根拠に基

づかないがん検診は、不利益が利益を上回

る可能性があり、対策型検診として実施す

べきではないことについても、指針に明記

すべきである。 

○ 国は、がん検診の検査項目や方法及び対象

について国内外の科学的知見を収集し、検

討会等において、科学的に根拠のあるがん

検診の方法等を引き続き検討する必要があ
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る。 

○ 精密検査受診率については、本来１００％

となるべき指標であるが、現状を鑑みると、

我が国のがん対策における目標値として９

０％に設定すべきである。 

○ 国、都道府県及び市町村が、がん検診の普

及啓発を行う際には、がん検診の意義、対

策型検診と任意型検診の違いや、がん検診

で必ずしもがんを見つけられるわけではな

いこと、がんでなくてもがん検診の結果が

「陽性」となる場合もあるなどがん検診の

不利益についても理解を得られるよう、普

及啓発活動を進める。 

○ がん検診は利益だけではなく、不利益を与

える面もあり、将来的にはリスクの高い人

に対して集中的に行うべきである。 

○ がん検診の年齢上限については、世界の水

準と合わせていくべきである。 

○ がん検診の国際標準的な仕組みを踏まえた

組織的な検診の徹底、検診における科学的

根拠のある有効性の実証された検診の精度

管理の問題、受診率向上については、引き

続きの議論が必要である。 

○ 苦痛なく簡便で正確な検査薬や検査方法を

開発すべきである。 

４. 職域におけるがん検診の質の向上及び市町

村との連携について 

○ 職域におけるがん検診は我が国のがん対策

において、受診機会を提供する重要な役割

を担っている。 

○ 市町村が実施するがん検診が健康増進法に

基づく一方、職域におけるがん検診は、法

的な位置づけが明確でなく任意で実施され

ており、検査項目や対象年齢など実施方法

が様々である。 

○ また、職域におけるがん検診は、全体を定

 

 

○ 職域においてがん検診を提供する保険者や

事業主は、職域におけるがん検診の実態を

より一層把握するとともに、その質的な充

実に努める必要がある。 

○ 職域におけるがん検診を効果的に行うため

には、｢職域におけるがん検診に対するガイ

ドライン｣を、職域におけるがん検診関係者

の意見を踏まえつつ策定し、保険者や事業

主はがん検診を任意で実施する際に、これ
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期的に把握する統一的なデータフォーマッ

ト等の仕組みもないため、精度管理を行う

のは困難である。 

を参考とすることが望ましい。 

○ 将来的には、職域におけるがん検診の対象

者数・受診者数を含めたデータの把握のた

め、保険者や事業主、検診機関で用いるデ

ータフォーマットの統一化や、がん検診デ

ータの収集のための仕組みを作る必要があ

る。 

○ 事業主から従業員にがん検診の受診勧奨を

すべきである。 

５. その他 

○ がん検診における、費用対効果や効率性に

関する議論はまだ十分には行われていない

ため、今後、引き続き検討する必要がある。 

 

○ がんの予防や早期発見の重要性に関する教

育を、関係各省と連携して行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 検診におけるＩＤ活用について検討すべき

である。 

○ 検診受診に対してインセンティブ、ディス

インセンティブの付与を検討すべきであ

る。 

○ 指針外項目について実態把握及びモニタリ

ングする。 

○ 検診受診対象年齢の上限を設けるべきであ

る。 

○ デンスブレストについて、読影可能な人材

の養成を進めるとともに、追加受診の方法、

並びに、その費用負担について方向性を検

討すべきである。 

○ 遺伝性がんに対する検診、予防の方向性を

定めるべきである。 

○ がん教育で検診の必要性を伝えるべきであ

る。 

○ 簡単な検査方法の開発が必要である。 

○ 医療過疎地などに対する検診未受診者のた

めに効果的な制度導入を検討すべきであ

る。精度の高いツールの開発など、有効で

簡便・安価にできるがん検診の開発など検

診弱者への対応を検討すべきである。 

○ 検診の告知方法の見直しと義務化を検討す

べきである。乳房超音波検査の技師の育成、

検査装置の管理や診断サポート機器などの
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○ がん検診担当者が障害のある人の受診を想

定していない場合が多い。 

体制整備を速やかに実施すべきである。 

○ 対策型検診と任意型検診の違いを明確にす

べきである。 

○ 「乳がんの視診・触診は推奨しない」とい

うコメントに対する報道等により、視触診

のマイナス面ばかりが伝わってしまい、 自

己触診等への不信感が高まる恐れがあるた

め、自己の健康管理として視触診をするこ

との意義も計画の中に明記すべきである。 

 

○ 障害のある人が適切なサポートの元で検診

が受けられる体制整備とその周知方法につ

いて検討する必要がある。 

 

【がん教育、普及啓発】 

現状と課題 主な意見 

１.学校におけるがん教育 

○ 子どもががん及びがん患者に対する正しい

知識、認識及び命の大切さに対する理解を

深めることは大切であり、国では２０１７

年度よりがん教育を全国展開する予定であ

る。 

○ また、がん教育においては、医師やがん患

者・経験者等の外部講師の活用が重要であ

るが、地域によっては外部講師の活用が不

十分であると指摘されている。 

 

 

 

２.国民に対する普及啓発・社会教育 

○ 国民に対し、緩和ケア及びがん検診につい

て普及啓発を推進してきた。また、拠点病

院のがん相談支援センターや国立がん研究

センターがん情報サービスにおいて、がん

 

○ 教員や外部講師を対象とした研修会等を実

施し、教員にはがんについての正しい知識

や理解を促すとともに、外部講師には学校

でがん教育を実施する上での留意点や指導

方法を伝える。 

○ 地方公共団体においては、教育委員会及び

衛生主管部局が連携して会議体を設置し、

関連団体とも協力する等により、学校医や

がん専門医、がん患者・経験者等の外部講

師の活用等、地域連携体制構築を図るよう、

国は必要な支援を行う。 

 

 

○ 国民への普及啓発について、情報へのアク

セスが困難な者にも配慮しつつ、国や地方

公共団体は引き続き、がん検診や緩和ケア

などの普及啓発活動を進めるとともに、が
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に関する情報提供を行ってきた。 

 

 

 

○ しかし、がん相談支援センターやがん情報

サービスがあまり認知されていないことが

指摘されており、国民に対するがんの普及

啓発は十分とはいえない。 

 

 

 

 

 

 

○ また、民間団体により実施されている普及

啓発活動への支援が不十分であることも指

摘されている。 

んに関するキャンペーン月間を設けるな

ど、国民全体で普及啓発を推進する体制を

検討する。 

 

○ がん相談支援センターやがん情報サービス

を周知し、がん患者を含む国民が利用しや

すい方法について検討する。 

○ 医療保険者は、被保険者や被扶養者ががん

に関する正しい知識を得ることができるよ

う努める。 

○ 事業主は、産業医等と協力し、雇用者がが

んに関する正しい知識を得ることができる

よう努める。 

 

○ 民間団体によって実施されている普及啓発

活動を支援する。 

 

【がんゲノム医療】 

現状と課題 主な意見 

○ 近年、個人のゲノム情報に基づき、個人ご

との違いを考慮した「ゲノム医療」への期

待が高まっている。 

 

○ 先進諸外国では、国家プロジェクトとして

ゲノム医療が推進されている。（米国におけ

る Precision Medicine Initiative や、英

国における Genomics England） 

 

○ 我が国では、ゲノム研究基盤の整備、偶発

的所見への対応の研究、一部の拠点病院に

遺伝カウンセリングを行う者を配置すると

いった取組を開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ がんのゲノム検査を行うに当たって、国内

においても遺伝子関連検査の品質・精度が

保証できる体制で検査を行うことを検討す

べきである。 
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○ がんのゲノム医療を進めるには、患者の権

利について特段の配慮をする必要がある

が、検査機関から医療機関や研究室等にゲ

ノム情報を渡す際の取り決め、ゲノム情報

に基づいたがん治療の選択基準、遺伝カウ

ンセリングを提供する体制等について一律

の基準が定まっていない。 

 

 

 

 

 

○ 現状では認定遺伝カウンセラーの多くが、

がんを専門としていないことが指摘されて

いる。 

○ 拠点病院等において、認定遺伝カウンセラ

ーと臨床遺伝専門医の両者が配置されてい

る施設は一部に限られている。 

 

○ 生殖細胞系列遺伝子の変異に伴う家族性腫

瘍、遺伝性腫瘍については、原因となる遺

伝子によって発がんリスクが大きく異なっ

ており、患者への情報提供の方法について

議論が定まっていない。 

○ また、患者・家族の遺伝子情報による差別

等の社会的な問題が生じることが懸念され

ている。 

 

○ ゲノム医療や個別化医療を推進する上で、

得られた情報を研究や医療現場に還元でき

るような仕組みの必要性が指摘されてい

る。 

○ ゲノム情報の専門家、臨床遺伝学に関する

十分な知識を有する臨床医、遺伝カウンセ

リングを行う者等により構成されるエキス

パートパネルを有する医療機関とエキスパ

ートパネルを有しない医療機関の連携体制

を構築する必要がある。 

○ 当面はがんのゲノム医療の提供については

集約化を行うべきである。 

○ がんのゲノム医療を提供する医療機関の体

制整備について一律の基準を策定すべきで

ある。 

 

○ 関係学会等と連携し、がん医療に習熟した

医師、遺伝カウンセリングを行う者や看護

師等の相談支援に携わる者に対して研修を

提供する必要がある。また、がんのゲノム

医療を推進するための人材を、医療現場に

適切に配置する必要がある。 

 

○ 生殖細胞系列遺伝子の変異に伴う家族性腫

瘍、遺伝性腫瘍について、遺伝カウンセリ

ング等による支援とともに、遺伝子情報に

よって患者や家族が不当な扱いを受けない

ようにするための対策が必要である。 

 

 

 

 

○ 得られたゲノム情報を、がん対策の重要な

課題である希少がん、難治性がん、小児が

ん対策にも資するよう、研究や臨床現場に

還元できるような一元的なデータベースを

整備すべきである。 

 ＜その他の意見＞ 

○ 小児がん領域においてもゲノム医療の実用

化が重要であり、国立成育医療研究センタ



9 
 

ーと国立がん研究センターの協働を深化さ

せるべきである。 

○ ゲノム情報を適切に活用したハイリスク群

に対する予防や介入方法、発症前診断や薬

剤感受性の予測に基づいた医療のあり方を

検討すべきである。 

○ 基礎研究からＴＲ、臨床研究までをつなぐ

ゲノム医療拠点が必要である。 

○ 国民へのわかりやすい情報提供、ゲノム医

療に関する啓発が必要である。 

○ 効果が期待できる分野への資源の集中投

入、体制整備と人材育成、均てん化と集約

化のバランスを考慮した、持続可能な対策

を実現させる。 

 

【がんの手術療法、化学療法、放射線療法の更なる充実】 

【チーム医療の推進】 

現状と課題 主な意見 

１.手術療法 

○ 全ての拠点病院において、術後管理の体制

整備や術中迅速病理診断を可能とする環境

整備等が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高難度の手術症例等については、手術の質

の向上や人材育成のため、患者の集約化の

視点を取り入れるべきである。 

○ 日本外科学会、日本小児外科学会で行われ

ている症例登録等のデータを活用し、手術

の質の向上に努めるべきである。 

○ 手術の対象となる高度進行がんについて、

質の高い手技を安全に提供するために、技

能の高い医師の確保、教育、医療安全対策

や労働環境の整備が必要である。 

○ 化学療法、放射線療法に不応ながん種が未

だ多く存在するため、多領域手術に対応で

きるような外科医師、医療チームの養成が

必要である。 
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２.化学療法 

○ 外来でがん治療を受療する患者が増加して

いる中、十分な説明時間を確保するために

はスタッフが不足している状況である。ま

た、後方支援施設や保険薬局においてもが

ん医療に従事する者の不足が指摘されてい

る。 

○ 同様に、外来患者数の増加に加えて、患者

の高齢化によって、薬剤師による抗がん剤

の服用薬剤管理、副作用対策の対応が重要

となる。 

 

３.放射線療法 

○ 全ての拠点病院等においてリニアック装置

の整備、強度変調放射線治療を受療できる

体制の確保がなされている。一方、これら

を担う人材の不足や医療機関ごとに提供さ

れる放射線治療の質や整備状況の格差が指

摘されている。 

 

○ 粒子線治療に関しては、先進医療等で実施

され、既存治療と比較検証中である。 

○ 甲状腺がん等に対するＲＩ内用療法におい

て、全国的な病床数が不足、地域ごとの格

差、それに伴う入院までの待機期間等の問

題があり、放射線治療病室を集約化して整

備する必要性が指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

○ 症状緩和に有用な緩和的放射線照射は、が

んの骨転移、脳転移等に対して有用である

 

 

○ がん治療を外来で継続する患者が増えてお

り、外来診療や在宅医療等を含めたがん診

療提供体制の整備に関する検討が必要であ

る。 

○ 外来化学療法の管理体制については、かか

りつけ薬剤師・薬局等も含めた連携や、外

来患者に対するがん化学療法を適切に管

理・支援する取組が必要である。 

 

 

 

 

○ 放射線治療症例全国登録のデータベースの

構築を推進し、標準治療の確立を行う中で

適切な放射線治療を提供できる体制整備が

必要である。 

○ 僻地や離島において基本的な放射線治療を

提供する体制の検討が必要である。 

 

○ ＩＭＲＴや定位放射線治療などの高精度放

射線治療は情報提供による一定の均てん

化、粒子線治療に関しては地域性に配慮し

た都道府県を越えての集約化が必要であ

る。 

○ ＲＩ内用療法については、我が国における

必要な病床数や拠点病院等を踏まえた適切

な整備のあり方について検討すると共に、

適切な提供体制構築に資するネットワーク

作りが必要である。 

○ これらの放射線療法を適切に提供するため

の人材育成が必要である。 

 

○ 緩和的放射線照射については、適切な症例

に緩和的放射線照射を提供できるよう、医
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が、必ずしも十分普及していない。 

 

 

４.チーム医療 

○ 全拠点病院において、集学的治療及び緩和

ケアを提供する体制、セカンドオピニオン

を提供可能な体制整備、キャンサーボード

の開催や緩和ケアチームの規定等を整備し

てきた。 

○ がん治療の副作用、合併症の予防や軽減な

どの見地から、医科歯科連携事業等を通じ

て口腔管理を推進してきた。 

療従事者に対する普及、啓発を推進するこ

とが必要である。 

 

 

○ 拠点病院におけるキャンサーボード等を活

用し、個々の患者に応じた支援や医療従事

者の教育を行う体制の整備が必要である。 

 

 

○ 拠点病院と地域や関係者との連携を図るた

めに認定看護師や歯科医師、歯科衛生士な

どの役割を明確にした上でチーム医療を推

進すべきである。 

 

【希少がん、難治性がん】 

現状と課題 主な意見 

１.希少がん 

○ 希少がんは数多くの種類が存在するが、そ

れぞれの患者の数が少なく、専門とする医

師や施設も少ないことから、有効な診断・

治療法を実用化することが難しく、情報が

少ない。 

○ これまで希少がんの定義を行い、診療体制

の検討を行うとともに、個別のがん種につ

いて、当該希少がんに関する治療法や治療

を受けられる医療機関等の情報の収集・提

供、ガイドライン普及のための対策等を検

討してきた。 

 

２．難治性がん 

○ がん患者全体の５年相対生存率が約６０％

と改善している一方、膵がんなど有効な診

断・治療法が開発されていない難治性がん

の５年相対生存率は改善されていない。 

 

○ 希少がん患者が適切な医療を受けられるよ

う、情報の収集・提供による患者の集約や

施設の専門性を高める。 

○ 国立がん研究センターを中心に全国の拠点

病院等が連携し、国民への情報提供、相談

支援や病院間のコンサルテーションを推進

するとともに、臨床データ等を蓄積する体

制を構築する。 

 

 

 

 

 

○ 関係団体とも協力し、難治性がんの本態究

明とともに、より有効性の高い診断・治療

法の開発・研究を支援する。 
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○ また、がん種によっては、転移・再発した

がんに対しても有効な診断・治療法は確立

していない。 

○ 学会等とも協力し、希少がん・難治性がん

に関する臨床や研究における人材育成を推

進する。 

 

【医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組】 

現状と課題 主な意見 

○ 未承認薬等の課題を解消するため「医療上

の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会

議」が開催されており、医療上の必要性を

評価して、企業に対して開発を要請してい

る。 

 

○ 患者からの申出を起点とする新たな保険外

併用療法の仕組みとして患者申出療養制度

が創設された。 

○ アンメットメディカルニーズに応える新規

薬剤開発に関する研究、患者に優しい新規

医療技術開発に関する研究等の推進、また、

早期承認に向けた効率的な研究開発を推進

することが必要である。 

 

○ 患者申出療養制度など、新規に創設された

医療システムへの国民の公平なアクセス性

を確保すべきである。 

 

【その他（病理診断）】 

現状と課題 主な意見 

○ 拠点病院においては、その整備指針におい

て病理診断医の配置を義務づけ、さらに術

中迅速病理診断が可能な体制を確保した。 

○ 一方、特に希少がんの病理診断については、

十分な症例数の経験を有する病理診断医等

が少ないため、病理診断が正確かつ迅速に

行われず、治療開始の遅延や予後の悪化に

つながる場合があることも指摘されてい

る。 

○ こうした中、国立がん研究センターや日本

病理学会の病理コンサルテーションシステ

ム等が存在し、質の高い病理診断を支援し

ている。 

○ より安全で質の高い病理診断や細胞診断を

提供するため、関連学会等と協力し、病理

コンサルテーションシステム等の体制を整

備し、また病理診断のセカンドオピニオン

について検討する必要がある。 
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【その他（がんのリハビリテーション）】 

現状と課題 主な意見 

○ リハビリテーション科専門医が配置されて

いる拠点病院の割合は３７．４％であり、

拠点病院において理学療法、作業療法、言

語聴覚療法のいずれかのリハビリテーショ

ンを受けたがん患者の割合は、１９．７％

となっている。 

○ がんに携わる医療従事者を対象に、がんの

リハビリテーションやリンパ浮腫について

の実務研修等を実施してきた。 

○ 今後の医療においては、医師以外の職種や

専門職のメディカルスタッフ（例えば嚥下

能力をサポートするような職種）を含めた

チーム医療の構築が非常に重要性であり、

リハビリテーションに関する教育が必要で

ある。 

 

【相談支援、情報提供】 

現状と課題 主な意見 

１.相談支援について 

＜総論＞ 

○ 予防・治療・共生などそれぞれの場面で相

談支援、情報提供が重要な役割を担ってい

る。 

○ 拠点病院の相談支援のネットワークは都道

府県を越え、広域での取組が広がっている。 

 

○ 患者は単なる情報提供のみならず、精神的、

心理社会的な支援を求めている。 

○ 相談支援内容は多様化、複雑化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 必要な情報提供や支援が受けられるよう、

病院、その他の機関、地域社会において体

制整備の議論が必要である。 

 

 

 

○ ウェブサイトの充実など一般的な情報提

供のみならず、個別的な情報提供や精神

的、心理社会的な相談支援に対応する体制

が必要である。 

○ 個別ニーズに応じた対応と、相談支援の質

の担保が必要である。 

○ ＡＹＡ世代やサバイバー等に対する相談

支援のあり方について検討が必要である。 
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○ 療養生活が長期に渡る場合の支援が必要で

ある。治療が終了した後の生活にも支援が

必要なことがある。 

○ がんに関する様々な分野の相談をワンスト

ップで提供することを目的に設置された地

域統括相談支援センターは、病院以外に設

置されており、病院以外の第三者に気軽に

相談できるという設置意義がある。 

 

＜医療機関における相談支援＞ 

○ がん相談支援センターへの相談対応件数が

増加傾向にあるなど、相談支援のニーズは

高いが、拠点病院を受診した患者のうちが

ん相談支援センターを利用した方の割合は

低い。 

○ がん相談支援センターは院内の患者だけで

はなく、院外の患者や関係機関の相談支援

業務も担っているが、そのことについて、

院内での理解や協力が得られにくい。 

○ 医療機関によって、院内のがん相談支援セ

ンターの活用程度は差がある。 

 

○ がん相談支援センターの相談員の配置状

況、質の向上などに課題がある。 

 

 

 

 

 

 

○ 患者と家族が希望する療養生活を送れる

よう地域の医療機関・介護施設や事業所な

ど地域の実情を把握し、支援することが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

○ 拠点病院は、病院全体としてがん相談支援

センターの取組に協力する体制を構築し、

がん相談支援センターが十分機能するよ

う努めると共に、必要な患者をがん相談支

援センターにつなぐべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＰＤＣＡサイクルを利用した評価システ

ムにより、質の担保と格差解消をはかる必

要がある。 

○ 相談員のスキルアップのため、研修のあり

方について検討が必要である。 

○ 医療従事者がコミュニケーション技術を

身につけるため、医療従事者の研修受講等

に関する取組を更に推進すべきである。 
２．情報提供について 

○ 病気や治療方法だけではなく、病院に関す

ること、療養生活に関すること、利用でき

る制度に関すること等、様々な情報が求め

られている。 

○ 科学的根拠に基づかない情報の氾濫や医療

 

○ 患者会や地域のサポートグループ等、地域

の実情に即した情報についても提供すべ

きである。 

 

○ 標準的な治療をはじめ、科学的根拠に基づ
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従事者とのコミュニケーション不足によ

り、患者や国民が適切な情報を得られない

ことがある。 

 

 

 

 

 

 

○ 希少がん等に関する特殊性が高い情報につ

いては、医療従事者も十分把握されておら

ず、適切な情報提供が困難な場合もある。 

 

○ がん情報サービスの中で、音声資料を公開

し、音声や点字資料作成支援を行っている

が、十分に活用されていない。 

 

 

○ 国立がん研究センターは、これまで様々な

がんに関連する情報の収集、分析、発信、

電話による相談支援、相談員の研修等を行

い、相談支援と情報提供の中核的な役割を

担ってきた。 

○ がん情報サービスがインターネット上では

上位に掲載されないなどの課題が指摘され

ている。 

く情報を分かりやすく患者や国民に届ける

ため、情報提供のあり方について検討が必

要である。 

○ 医療従事者は、標準治療、ガイドライン、

臨床試験、治験、その他患者に必要な情報

をわかりやすく提供することが求められて

おり、適切に情報を提供する仕組みの検討

が必要である。 

 

○ 希少がん等に関しては、個人情報に配慮し

た情報提供のあり方について検討が必要で

ある。 

 

○ 障害などによってコミュニケーションに困

難がある人へ必要な情報が届けられるよう

周知方法や対策について検討する必要があ

る。 

 

○ 国立がん研究センターは、がん登録のデー

タ等を活用し、希少がんを含めたがんに関

する様々な情報を発信すると共に、全国ネ

ットワークの中心としても役割を担うべき

である。 

○ がん情報サービスがインターネット上で検

索しやすくするための工夫が必要である。 

３．ピア・サポートについて 

○ 患者はピア・サポーターに、疾患等に関す

る相談だけではなく、同じ病気を経験した

人として寄り添いを求めている。 

○ ピア・サポートプログラムの導入が全国で

十分進まず、効果が不十分という指摘があ

る。また、研修の質に格差があるとの懸念

もある。 

 

○ 小児がんのピア・サポート研修は、民間の

 

○ がん患者は、がん経験者からの支援を必要

としていることから、ピア・サポート活動

や患者サロン等の取組を更に推進すべきで

ある。 

○ 全国のピア・サポートの実態把握、効果検

証および改善策を検討すべきである。 

 

 

○ ライフステージに応じたピア・サポート体
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助成を得て行われている。 制のあり方について検討すべきである。 

○ 小児がんについては、患者本人だけではな

く、家族もさまざまな心理・社会的問題を

抱えるため、家族の支援について検討すべ

きである。 

 

【地域の医療・介護サービス提供体制（拠点病院の役割を含む）】 

現状と課題 主な意見 

○ がん医療の均てん化のため、拠点病院等の

整備を進め、標準的治療の提供、がん相談

支援センターの設置、緩和ケアの提供、院

内がん登録の実施、キャンサーボードの実

施等の一定の成果が得られている。 

 

○ 一方で、拠点病院の機能の格差や地域連携

クリティカルパスの運用状況の地域間格差

が指摘されている。 

 

 

○ ゲノム医療、一部の放射線治療や希少がん、

小児がん、難治性がん等のがん種について

は、患者が必要とするアクセスの向上につ

いて検討が必要である。また、治療成績の

向上等に資するよう、一定の集約化につい

て検討することが必要である。 

 

○ がん以外の併存疾患を持つがん患者への対

応の重要性について指摘されているが、必

ずしも十分な議論が尽くされていない。 

 

 

○ 拠点病院等の要件については、「特定機能病

院に対する集中検査の結果や承認要件の見

直し等も参考にしつつ、備えるべき医療安

○ 均てん化が必要な取組に関しては、引き続

き拠点病院等を中心とした体制を維持すべ

きである。 

 

 

 

○ がん医療の質を担保するため、評価指標の

開発や拠点病院間や第三者による評価、定

期的な実地調査の実施等について検討すべ

きである。 

 

○ ゲノム医療、医療安全、支持療法等、新た

に盛り込むべき項目を踏まえて整備指針を

見直す必要がある。 

○ がん医療提供体制における均てん化と集約

化について検討すべきである。 

 

 

○ がん医療を提供する際には、拠点病院等に

おいてがん以外の併存疾患にも適切に対応

ができる体制の整備を検討する必要があ

る。 

 

○ 特定機能病院が高度な医療を提供する機能

を担うことと同様、拠点病院等には質の高

いがん医療を提供する機能が求められてい
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全に関する要件の見直しを行う」こととし

ている。 

 

 

○ 地域連携は、がん領域では拠点病院を中心

に行ってきたため、地域包括支援センター

等との連携が不十分との指摘がある。 

○ 地域において中心的にがん診療に携わる医

療機関においては、緊急時の症状緩和目的

の緩和ケア病床を確保するなど、急変した

患者や医療ニーズの高い要介護者の確実な

受入れ体制の整備が不十分であるとの指摘

がある。 

○ 切れ目のない医療の提供のためには、拠点

病院以外の医療機関や在宅緩和ケアを提供

している施設に対してもがん医療の充実を

図る必要があるとの指摘がある。 

 

 

○ 介護する家族と患者が寄り添える療養環境

の整備が不十分との指摘がある。 

 

 

 

 

○ 我が国の障害のあるがん患者の罹患、受診、

治療などの実態が明らかになっていない。 

○ 医療機関や行政の現場で障害のあるがん患

者のニーズが十分把握されていない。 

○ 障害のあるがん患者への対応、例えば院内

にガイドヘルパーや手話通訳を配置してい

る等の対応が病院ごとに異なる。 

○ 元々障害があった人だけではなく、コミュ

ニケーションに配慮が必要な人、がん治療

に伴って障害をもつことになった人への対

応が必要であり、ユニバーサル支援を視野

るため、医療現場への過重な負担を課すだ

けの要件とならないよう配慮しつつ、要件

を策定すべきである。 

 

○ 切れ目のない医療の提供と質の向上に資す

るため、早期から地域医療を担う医療従事

者が病院での医療に関与する体制も含め、

地域の実情に応じて病院と在宅医療の連携

のあり方を検討すべきである。 

○ 地域において、医師会と協働して相談支

援・情報提供を行う在宅療養支援診療所・

病院、訪問看護ステーションを整備すべき

である。 

○ 拠点病院の医療従事者が、地域で在宅医療

を担う医療機関において共同診療を行った

り、地域の調整役を担う医療・介護従事者

が、拠点病院で活動したりできる連携体制

を検討すべきである。 

 

○ 患者とその家族が寄り添える療養環境を整

備することを検討すべきである。 

○ 患者が速やかに介護サービスを受けられる

要介護認定制度の周知方法について検討す

べきである。 

 

○ 障害のあるがん患者のニーズや対応事例を

把握し、必要とされている対応を共有する

ことが必要である。 

○ 各専門分野を超えて連携を可能にするた

め、障害者福祉の専門支援機関（点字図書

館、生活訓練施設、作業所等）と拠点病院

の連携を促進できる仕組みについて検討す

る必要がある。 

○ コミュニケーション等に配慮が必要ながん

患者、がん治療に伴って障害をもった患者

等に対して、ユニバーサルな視点でがん対
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に入れた支援が必要である。 策を進めていくことが必要である。 

 

【がん患者の就労を含めた社会的問題（サバイバーシップ支援）】 

現状と課題 主な意見 

＜就労支援について＞ 

○ 仕事を持ち悪性新生物で通院している者は

３２．５万人存在する。 

○ がん患者の依願退職、解雇の割合は３４％

となっており、１０年間で改善が無いとい

う報告がある。 

○ ２０１５年の調査では、治療開始前の診断

早期で離職している者が多い。 

○ 離職のタイミングは、診断初期だけではな

く、有給休暇や傷病休暇制度がなくなった

タイミング等１年以上経過した後に離職す

る人もいる。 

 

○ 拠点病院では、がん相談支援センターで就

労に関する相談に対応している。 

○ 社会保険労務士等をがん相談支援センター

へ配置する事業、ハローワークに専門相談

員を配置する事業、治療と職業生活の両立

支援関係事業が実施されている。 

○ 「事業場における治療と職業生活の両立支

援のためのガイドライン」が２０１６年２

月に公表され、周知のための取組が行われ

ている。 

○ 就労を継続する上で、患者自身が企業と調

整を行うことが困難な場合がある。 

 

○ がんの治療は外来中心になっているが、連

続した３日間は待機期間となる支給要件が

あるため、外来通院では傷病手当金が利用

しにくい。また、現行制度では、最初の支

 
○ がんの診断早期の離職防止への取組が必要

である。 

○ 医療機関が離職防止と治療と仕事の両立に

ついて、更なる取組が必要である。 

○ がん患者が活用できる各種制度の周知方法

について検討が必要である。 

○ がん相談支援センター、ハローワーク、産

業保健総合支援センターなどの現存のリソ

ースの活用を拡大、周知すべきである。 

○ がん相談支援センターは、介護・育児も含

めた患者の個々の実情に応じた治療と仕事

の両立を支援するため、企業やその他の関

係機関と連携を進めるべきである。 

○ がん患者に対する就労支援・職場環境の改

善を促すため、事業主に啓発を行うことが

必要である。 

○ 各企業において先行している好事例を集

め、周知を図ることが必要である。 

○ 症状、治療の内容などについて、患者自身

が両立支援コーディネーター等の支援を受

けながら企業に説明し、治療と仕事を両立

するためのプランを立てられるような仕組

を構築すべきである。 

 

 

○ 傷病手当金の支給の仕組を変更するために

必要な法改正、財源の確保等の課題につい

て検討すべきである。 

○ 柔軟な休暇制度や勤務制度の導入をする企
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給日から起算して最大１年半の支給となっ

ており、再発時に使用できないことが多い。 

 

○ 治療による副作用が就労の継続に影響して

いる。 

業に対して、国は支援すべきである。 

 

 

○ 支持療法やアピアランス支援に関する研究

を充実させるべきである。 

＜就労以外の社会的問題＞ 

○ 離島やへき地、小児がん等の一部のがん種

の治療においては遠方での受療が必要とな

ることもあり、治療費だけではなく、通院

費用や通院時間を確保することが困難であ

る。 

○ がんに対する偏見が、社会生活において障

害になっており、がん患者が社会から隔絶

されてしまうことがある。 

 

○ 今後のがん対策の課題や必要とする制度を

検討するためのサバイバーシップ研究が少

ない。 

 

 

○ がん患者の生殖機能保持に関する情報提供

が不十分である。 

○ がん治療に伴う排尿障害などの後遺症や日

常生活の悩みについて相談や支援の体制が

十分ではない。 

 

○ がん患者の経済的な課題を明らかにし、課

題解決にむけた施策を検討すべきである 

 

 

 

○ がんに対する偏見を払拭するための教育、

啓発が必要である。 

 

 

○ 罹患後の後遺症に対するガイドライン作

成、研究開発、診療体制整備、各種制度利

用、法整備のエビデンスとなるサバイバー

シップ研究を推進する必要がある。 

 

○ がん患者の生殖機能の温存を考えた治療選

択が、居住地の差が無く等しく患者に届く

ようにするため、後遺症の説明、生殖医療

との連携が必要である。 

○ がんの治療に伴う後遺症等に対し、利用で

きる制度等の周知が必要である。 

 

【ライフステージに応じたがん対策（小児、ＡＹＡ世代）】 

現状と課題 主な意見 

１ 診療提供体制 

○ 現在、小児がん拠点病院を中心とする診療

連携体制が構築されており、集約化が徐々

に進みつつある。今後、希少がん対策と小

児がん対策の連携や疾患に応じてさらに

 

○ 小児がん・希少がん・ＡＹＡ世代のがんを

連続した診療体制として整備し、小児がん

拠点病院とがん診療連携拠点病院等との連

携を進め、個々のがん種に応じた集約化に
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集約化する必要性が求められている。 

 

○ 一方、地域における小児がんの診療連携体

制や在宅医療支援体制は十分に整備され

ていない。 

 

 

 

 

○ ＡＹＡ世代は年代によってニーズが異な

り、患者ごとの個別性も高い。またＡＹＡ

世代の多くは、治療に関する意思決定への

参加意欲や自己管理の意識が高い。 

○ ＡＹＡ世代のがん患者は全国に一定の割

合で存在するが、頻度は少なく、経験の少

ない医療機関も存在する。またＡＹＡ世代

の診療数の多い医療機関の方が、専門医、

施設認定が充実している。 

 

○ ＡＹＡ世代のがんの診療拠点を設置し、多

様なニーズに対応できるよう院内外の専

門家により構成されるＡＹＡ支援チーム

や入院環境を整備し、生殖・教育・就労等

の包括的な相談支援や緩和ケアを行うこ

とが求められている。 

○ 医療・教育・就労・福祉全般に渡り幅広く

対応できる相談支援や患者にとって探し

やすい情報発信が求められており、特にＡ

ＹＡ世代のがんに関しての情報提供や支

援が必要とされている。 

 

 

 

 

 

 

よる専門性の高い診療体制と長期フォロー

アップ体制を構築すべきである。 

○ 小児がんの初診を行う医療機関に対して、

小児がんに関する情報の周知・研修を推進

し、地方でも診断を可能とする体制を構築

し、小児がん拠点病院との連携体制、在宅

医療支援体制、小児ホスピス等を整備につ

いて検討すべきである。 

 

○ ＡＹＡ世代においては治療状況だけでな

く、就学・就労・経済的状況、家庭環境な

ど個人差があるため、各年代の個別のニー

ズに応じた対応が必要である。 

○ ＡＹＡ世代の診療数が多い拠点病院を中心

に、教育・就労・妊よう性温存を含む包括

的・継続的な相談支援や緩和ケア等の体制

を構築すると共に、ＡＹＡ世代の多様なニ

ーズに対応できるような組織体制の整備に

ついて検討すべきである。 

○ 地域の医療機関を含む医療従事者への教育

を行い、ＡＹＡ世代の長期的な健康管理、

心理社会的支援が可能なフォローアップ体

制を構築する。 

○ 患者、家族へのわかりやすい情報公開のた

め、情報を整理し統合すると共に、ＡＹＡ

世代のがん患者・経験者のための相談支援

窓口を開設し、ＩＣＴの活用を含む包括的

かつ継続的な支援を行い、ピア・サポート

などの取組を推進すべきである。 

○ がん治療に伴う妊よう性への影響につい

て、治療前に患者や家族に正確な情報提供

を行い、必要に応じて専門施設への紹介等

の適切な対応を行うべきである。 

 

○ 小児がん、希少がんなどの早期発見を目指

すため、疾病に関する医学教育、および、
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２．教育・療養環境 

○ 入院中・療養中の教育支援、退院後の学

校・地域での受入れ体制の整備等の教育環

境の整備とともに就学・復学支援の制度化

が求められている。 

○ 長期に渡るフォローアップ体制（後遺症・

合併症への対応、保育・教育・就労・自立

に関する支援を含む）の整備が求められて

いる。 

○ 患者視点での生殖・教育・就労等の包括

的・継続的な情報・相談体制等の提供が十

分ではない。 

○ ピア・サポートや家族支援が十分でない。 

 

 

 

 

３ 研究、治療開発 

○ 小児がん拠点病院等の複数の医療機関でデ

ータや医療機器を共有し、有効活用するこ

とや、後遺症や合併症が少ない治療法の研

究開発、ゲノム医療や個別化医療の推進が

求められている。 

かかりつけ医への症状などの注意喚起を行

い、専門の医療への紹介を推進すべきであ

る。 

 

 

○ 療養中においても適切な教育を受けること

のできる環境の整備、院内学級における高

等部の創設推進、ＩＴを利用した遠隔教育

や特別支援学校の拡充等に加えて、治療後

の復学・就学支援をより一層充実させる必

要がある。 

○ ガイドラインに基づいた長期フォローアッ

プ体制と成人診療科への移行体制を整備

し、治療研究の推進、医療従事者ならびに

患者への教育、情報提供・相談支援、就労

支援を充実させる必要がある。 

○ 経験者によるピア・サポートを推進し、心

のケアを充実すべきである。 

○ 患者だけでなく、家族への支援についても

検討すべきである。 

 

 

○ 新しい標準的治療の確立や開発研究につい

ては、集約化の制度をうまく活用し、院内

がん登録や集約されたデータを共有し、治

療成績に関連する要因の分析やデータの展

開の方向性を検討すべきである。 

○ 後遺症や合併症が少ない治療法の研究開

発、ゲノム医療や個別化医療を推進すべき

である。 

 

【ライフステージに応じたがん対策（高齢者）】 

現状と課題 主な意見 

○ 我が国では、２０２５年には６５歳以上の  
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高齢者数は３,６５７万人（全人口の３０．

３％）になると推計されており、高齢者の

がん対策が必要である。 

○ 高齢のがん患者が適切な医療を適切に受け

られるよう、医療従事者だけでなく、介護

従事者への教育を充実させることが必要で

ある。 

 

 

○ 入院をきっかけに認知症の症状が悪化する

場合がある。 

 

 

 

○ 高齢者においては、全身状態や併存疾患、

その他の原因により、標準治療の適応とな

らないケースや主治医が標準治療を提供す

べきでないと判断するケース等があるが、

こうした判断の指針は無く、高齢のがん患

者に提供すべき医療のあり方について検討

が必要である。 

 

 

 

○ 高齢のがん患者を支援するため、医療機

関・介護施設などの医師、医療従事者、介

護従事者の連携により、患者と家族の意思

決定に沿った療養生活を支えるための教育

研修体制を整備する。 

 

○ 認知症を合併したがん患者や看取り期にお

ける高齢のがん患者の意思決定支援や家

族、遺族に対するグリーフケアの充実を図

る。 

 

○ ＱＯＬの観点を含めた高齢者のがん患者に

適した治療法やガイドラインを確立するた

めの研究を行う。 

 

【がん研究（希少がん、難治性がん含む）】 

現状と課題 主な意見 

１.総論 

○ がん研究は基本計画、健康・医療戦略、医

療分野研究開発推進計画に基づき開発研究

と政策研究を進めている。 

○ 臨床研究の更なる推進のため、臨床研究中

核病院、患者申出療養制度の創設、「医療上

の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会

議」の開催等の取組がなされている。 

 

 

 

○ がん研究に関する分かりやすい情報提供、

様々な研究事業のデータベースの集約が必

要である。 

○ 国際的ながん研究に積極的に参加できるよ

う、医師、ＣＲＣ等のがん研究に携わる人

材の育成が必要である。 

○ がん研究に関して分かりやすく国民に情報

提供する必要がある。 

○ がん患者や家族が実施中の臨床研究や治験
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２.開発研究 

○ がん研究１０か年戦略、健康・医療戦略に

基づき、関係省庁一体となってジャパン・

キャンサーリサーチ・プロジェクトとして

がん研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.政策研究 

○ 政策研究として、充実したサバイバーシッ

プを実現する社会の構築やがん対策の効果

的な推進・普及のための研究を推進してい

る。 

について情報が得られるような仕組みの充

実が必要である。 

○ がん研究においてプロトコル立案などの段

階から患者が参画できるような仕組みの検

討が必要である。 

○ がん研究１０か年戦略を評価し、必要に応

じて内容を見直す必要がある。 

 

 

○ 難治性がん、希少がん、ゲノム医療、免疫

療法、支持療法について重点的に研究を推

進すべきである。 

○ 特に免疫療法については、その治療効果の

大きさや個別性等の観点から、更に研究を

進めることが必要である。 

○ 国際共同研究を推進する視点も必要であ

る。 

○ 希少がん、小児がん等の臨床研究を推進す

るための仕組みや新規薬剤や新規医療技術

の早期承認を目指した取組が必要である。 

○ 日本から治療開発シーズを世界に発進する

ため、基礎研究への支援を強化すべきであ

る。 

○ 医療の質を向上させるため、新規医療技術

開発に力を入れるべきである 

 

 

○ 政策研究において、個々の施策の有用性、

アウトカム評価が必要である。その際、患

者のＱＯＬ等の視点を入れることも重要で

ある。 

○ 科学研究費などの公費に対する医療経済評

価の研究が必要である。 
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【がんと診断された時からの緩和ケアの推進】 

現状と課題 主な意見 

【緩和ケア全般について】 

○ 身体的苦痛や精神心理的・社会的苦痛の緩

和が十分に行われていないがん患者が３～

４割ほどいる。 

○ 医療従事者の理解不足のため、診断時から

の緩和ケアの提供はいまだ不十分と言わざ

るを得ない。 

○ 緩和ケアとは、「がんその他の特定の疾病に

罹患した者に係る身体的若しくは精神的な

苦痛又は社会生活上の不安を緩和すること

によりその療養生活の質の維持向上を図る

ことを主たる目的とする治療、看護その他

の行為をいう。」であり、「緩和ケアが診断

の時から適切に提供されるようにするこ

と」（改正がん対策基本法より）とされてい

る。 

○ 緩和ケアは、いまだに終末期ケアと誤解さ

れるなど、その意義や必要性について、患

者を含む国民に十分に周知されていない。 

 

○ 患者・家族は主治医に痛みやつらさを訴え

にくいという心理状況であることが指摘さ

れていながら、いまだ改善されていない。 

 

 

【緩和ケアの提供体制について】 

（１） 総論 

○ 拠点病院等には、緩和ケアチームやがん相

談支援センターが整備されているが活用が

不十分な状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 緩和ケアは、医療・介護・福祉の基本であ

り、国、地方公共団体、医療従事者は、患

者とその家族等が基本的人権として痛みや

つらさを感じることなく過ごすことが保障

される社会を構築できるよう民間の団体等

の関係団体と連携し、国民に対して効果的

な普及啓発を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 患者・家族が痛みやつらさを訴えやすくす

るために、医療従事者が患者の気持ちを理

解し、痛みやつらさを引き出せるような教

育や研修をすべきである。 

 

 

 

○ がん診療に携わる医療機関は、患者の療養

生活の質を向上させるために、全ての医療

従事者の連携を診断時からできるだけ迅速

に図り、症状緩和の専門家へつなぐ手法を

明確にし、医療従事者から患者・家族に相

談窓口に来訪するよう積極的アプローチを
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○ 医療従事者は、患者・家族の心情に配慮し、

ニーズを把握した上で、診断結果や病状、

支援等について適切に伝える必要がある

が、そのための体制が十分整備されていな

い。 

 

 

 

○ 緩和ケアの質については、書面のみで評価

することが困難であり、その指標や質の良

否を判断する基準が必ずしも確立されてい

るわけではない。 

 

（２） 拠点病院について 

① 専門的な緩和ケアについて 

○ これまで緩和ケアの均てん化のため、拠点

病院を中心に、専門的な緩和ケアの整備を

推進してきたものの、その質の維持向上等

に課題がある。 

 

 

 

 

（緩和ケアセンター） 

○ 緩和ケアセンターが十分機能しておらず、

緩和ケアチーム、緩和ケア外来、がん看護

外来、薬剤部門、栄養部門等による施設全

体の緩和ケアの診療機能を活性化するため

に必要な有機的な連携が図られていない状

況である。 

 

 

 

行うなど、実効性のある体制を整備すべき

である。 

 

○ がん診療に携わる医療機関は、病状の説明

の際、患者が適切に意思決定できるよう、

看護師や社会福祉士等の医療従事者の同席

を基本とし、面談後にも自由に相談できる

ような体制を強化すべきである。 

○ 治療法や緩和ケアに関するセカンドオピニ

オンの周知を強化すべきである。 

 

○ 国は、緩和ケアの質を評価するための指標

や基準を確立すべきである。また、診療の

内容を評価するため、遺族調査等を定期的

に実施すべきである。 

 

 

 

○ 専門的な緩和ケアの質の向上のため、国は

関係学会と連携し、精神腫瘍医、がん看護

の専門・認定看護師、がん専門薬剤師、緩

和薬物療法認定薬剤師、がん病態栄養専門

管理栄養士、社会福祉士、公認心理師等の

適正配置や共同診療等を通じた緩和ケアチ

ームの育成のあり方を検討すべきである。 

 

 

○ 施設全体の緩和ケアの診療機能を活性化

し、有機的な連携を強化するために、院内

部門のコーディネート機能、ケアの質の評

価・改善機能などを持った緩和ケアセンタ

ーの機能を強化すべきである。 

○ 緩和ケアセンターのない拠点病院では、既

存の病院管理部門を活用し、緩和ケアの質

の評価と改善を進める院内の統括体制の整

備や第三者を加えた外部評価機能を有する
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② 苦痛のスクリーニングについて 

○ 苦痛のスクリーニングの目的は、主治医が

診断時から定期的に患者の苦痛を把握し、

対応するというモニタリング的な役割が重

要であるが、その周知が不徹底である。 

○ スクリーニングが導入されている拠点病院

は約９割にのぼっているが、限られた少数

の部署での実施に止まっている。また、ス

クリーニングの結果、対応が必要となった

患者へのフォローアップ体制が整っている

拠点病院は約４割に止まっている。 

 

（３） 拠点病院以外の病院について 

○ 拠点病院以外の病院で入院治療を受けてい

るがん患者は約４割いる。また、約４分の

３のがん患者は拠点病院以外の場所で看取

られている。しかし、拠点病院以外の病院

における緩和ケアの状況については十分把

握できていない。 

○ 拠点病院以外の病院では、専門的な医療従

事者の不足等により十分な緩和ケアを提供

することが困難である。 

○ 切れ目のない緩和ケアの提供のためには、

拠点病院以外の病院に対しても緩和ケアの

充実を図る必要があるとの指摘がある。 

○ 拠点病院以外の病院は、所在地や規模、患

者層が異なっており、それぞれの役割分担

が明確になっておらず、効率的な緩和ケア

が提供されていないとの指摘がある。 

 

 

 

 

緩和ケアに関する監査体制の導入を検討す

べきである。 

 

 

○ 拠点病院をはじめとした医療機関では、ス

クリーニングを診断時から行うことによっ

て、表面化しにくい苦痛を定期的に確認し、

迅速に対処するなど、がん診療に緩和ケア

を組み入れた体制を整備・強化すべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

○ 拠点病院以外の病院における緩和ケアの実

態や患者のニーズについて実地調査等を通

じて把握すべきである。 

 

 

 

○ 拠点病院以外の病院においても、医師に対

する緩和ケア研修等を通じて、緩和ケアの

提供体制の充実を図るべきである。 

 

 

 

○ ２次医療圏の医療機関等が参加する緩和ケ

アに関する地域連携会議を開催し、地域に

おけるがん医療の状況を把握するととも

に、緩和ケア研修の推進も含め、地域の実

情に応じた緩和ケアを含めたがん医療全般

の提供体制について協議する場等を検討す

べきである。また、こうした取組を実効性

あるものにするため、調整役を置くなどそ
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（４） 在宅緩和ケア・地域連携について（拠

点病院を中心に） 

○ 拠点病院の緩和ケアセンターや緩和ケアチ

ームにおいて、地域との連携を進めるにあ

たり、入院体制の整備や患者情報の共有、

専門的な相談支援等の取組が十分に進んで

いないとの指摘がある。 

○ 切れ目のない緩和ケアの提供のためには、

拠点病院以外の在宅緩和ケアを提供してい

る施設に対しても緩和ケアの充実を図る必

要があるとの指摘がある。 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 緩和ケア病棟について 

○ 緩和ケア病棟における緩和ケアの実態につ

いては十分把握できていない。 

 

○ 緩和ケア病棟の情報が十分に患者に提供さ

れていないため、緩和ケア病棟を十分利用

できていないとの指摘がある。 

○ 切れ目のない緩和ケアの提供のためには、

拠点病院以外の緩和ケア病棟に対しても緩

和ケアの充実を図る必要があるとの指摘が

ある。 

 

 

 

 

【すべての医療従事者が基本的な緩和ケアを

の体制を検討すべきである。 

 

 

 

○ 拠点病院は、緩和ケアセンターや緩和ケア

チームが地域連携の役割を担えるよう、定

期的な地域との会議や勉強会を主催するな

ど、地域の医師会と協力し、かかりつけ医

との連携を強化すべきである。 

○ 拠点病院の医療従事者が、地域で在宅医療

を担う医療機関において共同診療を行った

り、地域の調整役を担う医療・介護従事者

が、拠点病院の緩和ケアチームで活動した

りできる連携体制を検討すべきである。 

○ 拠点病院は、定期的に緩和ケアに関する地

域連携会議を開催し、関係医療機関との緊

急時の相談や受入れ体制、地域での困難事

例の対応等について協議し、地域における

緩和ケアの質の向上を図るべきである。 

 

 

○ 緩和ケア病棟における緩和ケアの実態や患

者のニーズについて実地調査等を通じて把

握すべきである。 

○ 患者とその家族が緩和ケア病棟を利用しや

すいように、必要とする最新情報をホーム

ページ等に公開するなど分かりやすく提供

すべきである。 

○ 緩和ケア病棟の質の維持向上のため、２次

医療圏における緩和ケア病棟の機能分化等

のあり方について検討・整備すべきである。 

○ 緊急に症状緩和等が必要な患者等の受入れ

体制について、緩和ケア病棟を有効利用で

きる体制を検討すべきである。 
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身につけるための方策について】 

（１） 緩和ケア研修会について 

① 受講率向上について 

○ 拠点病院においては、がん患者の主治医や

担当医となる者の９割以上の緩和ケア研修

会の受講修了を目標としているが、２０１

６年９月時点で受講率は約６６％（暫定値）

であり一層の受講率向上が求められてい

る。 

 

 

 

② 研修内容について 

○ 研修内容は、初期臨床研修修了時の医師が

達成すべき基本的な緩和ケアのレベルに設

定されているため、様々なレベルの参加者

に対応した目標設定ができていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 研修の対象者等について 

○ 現行の研修会は、がん診療に携わる医師・

歯科医師を対象に実施しているが、その他

の医療従事者の参加も可能なため、全受講

者のうち約４割が医師以外の職種と推定さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

○ 拠点病院は、都道府県と連携し、２次医療

圏の拠点病院以外の病院を対象として、研

修会の受講状況の把握とともに積極的な受

講勧奨を行い、基本的な緩和ケアを実践で

きる人材育成に取り組むべきである。 

○ 拠点病院の開催負担や受講者の負担を軽減

するために、講義部分は e-learning を導入

し、１日の集合研修に変更すべきである。 

 

 

○ 研修内容に、患者を主治医から専門的な緩

和ケアや既存の医療資源につなぐ方策につ

いて追加すべきである。また、症状緩和だ

けでなく、特に緩和ケア概論、全人的な苦

痛の評価等を盛り込み、がん以外の診療を

行う医療従事者に対しても実施できる研修

会に見直すべきである。 

○ 質の向上を図るため、患者の視点を取り入

れつつ、拠点病院以外の医療機関へ対応で

きるよう、地域の実情に応じた実施方法や

研修内容を充実させ、がん治療医が自ら緩

和ケアを実践できるプログラムを検討すべ

きである。 

 

 

○ 院内の医師・薬剤師のみならず、地域の医

師・薬剤師も今後更に高度な知識を習得す

る必要があり、研修体制の整備に努めるべ

きである。 

○ 地域で緩和ケアを担う医師が、拠点病院等

の医師と共に研修会を受講できる体制を更

に充実させるべきである。 
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④ 研修会の効果判定について 

○ 研修会のアウトカムは、緩和ケア外来等を

利用した割合や痛みの治療効果等の患者ア

ウトカムで評価する必要があるが、そのた

めの調査は実施されていない。 

 

 

（２） 卒前・卒後教育について 

○ 医学部のモデル・コア・カリキュラムや医

師国家試験の出題基準等に緩和ケアに関す

る項目はあるが、卒前教育において、緩和

ケアにおけるチーム連携に係る教育を充実

させる必要があるとの指摘がある。 

 

 

 

 

 

○ 初期臨床研修の期間に、基本的な緩和ケア

の概念を学ぶことは重要であり、また、基

本的な緩和ケアの習得のために、初期臨床

研修の２年間で全ての研修医が研修会を受

講することが必要という意見がある。 

 

【その他の事項】 

（１） 医療用麻薬について 

○ 国民は、医療用麻薬に対する誤解から、そ

の服用に強い抵抗感、恐怖心を持っている。 

○ 多様化する医療用麻薬の迅速かつ適正な使

用の確立を目指した研究が不十分であると

の指摘がある。 

○ 特に在宅緩和ケアにおいては、拠点病院に

比べて、利用できる医療用麻薬の選択肢が

少なく、必要時に処方できないことがある

との指摘がある。 

 

 

○ 研修会の評価指標については、修了者数や

受講率のみならず、患者が専門的な緩和ケ

アを利用した割合等について、定期的、継

続的な調査を行い、その結果に基づいた到

達目標を明確化すべきである。 

 

 

○ 今後、緩和ケアをがん以外の疾患に拡げて

いくために、大学等の教育機関では、実習

等を組み込んだ緩和ケアの実践的な教育プ

ログラムの充実や、医師の卒前教育を担う

指導者を育成するための積極的な取組を推

進すべきである。 

○ 看護教育、薬学教育においても、基本的な

緩和ケアの習得について検討すべきであ

る。 

 

○ 卒後２年目までの医師の基本的緩和ケアの

習得について検討すべきである。特に、拠

点病院においては、全ての卒後２年目まで

の医師が緩和ケア研修会を受講すべきであ

る。 

 

 

 

○ 国民に対する適切な啓発とともに、医療用

麻薬の適正使用の普及を図るため、がん診

療に携わる医療機関は院内研修を定期的に

実施すべきである。更に、地域の医療従事

者も含めた研修も推進すべきである。 

○ 医療用麻薬の使用法の確立を目指した研究

を行うべきである。 

○ 在宅緩和ケア等における適切な医療用麻薬

の利用について検討すべきである。 
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（２） 小児・ＡＹＡ世代に対する緩和ケアに

ついて 

○ 長期間の治療によって、教育の継続や進学、

就職に関する問題等が生じ、社会的に孤立

することが少なくない。また、家族は長期

間の医療機関での看病等の状況に置かれて

いるため、総合的な対策が求められる。 

○ 小児がん拠点病院であっても、小児緩和ケ

アを専門とする医療従事者の配置や養成の

ためのシステムが整っておらず、施設間の

連携も十分に機能していないため、緩和ケ

アが小児がん患者とその家族に十分に届い

ていないとの指摘がある。 

○ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者への緩和ケア

の提供体制は未整備であり、特に在宅療養

中の患者への生活支援が不十分であるとの

指摘がある。 

 

（３） がん患者の自殺対策について 

○ 我が国のがん患者の自殺は診断後１年以内

が多いと言われているが、現時点で取組は

十分でなく、定期的に現状把握が必要であ

る。 

 

○ 自殺を考える患者にとって、セーフティー

ネットとして相談できる場があることは重

要である。 

 

○ 自殺の問題には、医師だけでなく、全ての

医療従事者が、チームとして取り組むべき

であり、医療文化として根付かせることが

重要である。 

 

 

○ 緩和ケアに従事する全ての医療従事者は、

小児・ＡＹＡ世代のがん領域に携わる医療

従事者と問題点や診療方針等を共有すると

共に、入院時だけでなく外来においても必

要な緩和ケア連携・提供体制の整備を図る

べきである。 

○ 成人を対象とする緩和ケアの医療従事者

が、小児緩和ケアに協力できるよう研修の

充実を図るべきである。 

 

 

○ 小児がん、ＡＹＡ世代のがん患者の緩和ケ

ア、療養環境の創出を図るべきである。 

 

 

 

 

○ 実効性のある対策のために拠点病院におけ

る自殺の実態調査（診断後１年以内および

２年目以降長期も）を、家族、医療スタッ

フへの影響も含めて、実施すべきである。 

 

○ 医療機関におけるがんに関する正しい情報

を伝える努力や、社会的にがん患者と家族

を支えるための普及啓発が重要である。特

に、自殺予防のための相談の場を検討する。 

○ 医療従事者（医師、相談員、看護師、社会

福祉士、公認心理師、臨床心理士、精神保

健福祉士など）に対するコミュニケーショ

ン・スキル・トレーニング、チームによる

相談支援体制の充実を図るとともに、チー

ムとしての介入法の開発・検証を行うべき

である。 

○ 身体的、心理的、経済的など患者や家族の
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あらゆる不安や悩みに寄り添い、必要に応

じて専門家へ導くために、ピア・サポータ

ー等による支援体制を検討する。 

 

【専門的な医療従事者の育成】 

現状と課題 主な意見 

○ がん医療の均てん化に向けて、がん医療で

不足している分野の医療従事者を育成する

ための検討が必要である。 

 

○ 多くのメディカルスタッフが非常勤雇用と

なっている現状があり、地位の確保がなさ

れていない。 

○ 高齢のがん患者等に対する低侵襲治療提供

の観点から、がんプロフェッショナル養成

基盤推進プランによる放射線科医や腫瘍内

科医の養成を継続すべきである。 

○ がん医療の標準治療を提供することが出来

ない医療圏の現状を踏まえ、人材の配置や

育成も含めた標準治療提供のための体制に

関する検討を行うべきである。 

 

【がん登録】 

現状と課題 主な意見 

○ がん登録の推進に関する法律に基づき、全

国がん登録が開始された（２０１６年）。 

○ 拠点病院等においては、院内がん登録が実

施されている。 

○ がん登録によって得られる情報の利活用に

より、正確な情報に基づくがん対策の実施、

各地域の実情に応じた施策の実施や、発症

リスクや予防等についての研究の推進、患

者やその家族等に対する適切な情報提供が

期待される。 

○ がん登録データと他のデータベースのデー

タとの連結を検討する際には、個人情報の

保護に配慮する必要がある。 

○ がん登録データに基づいたがん対策の実施

やがん登録データを活用したがん研究を推

進するための方法について検討が必要であ

る。 

○ がん登録等のデータを活用した医療提供体

制の構築について検討が必要である。 

○ がん登録データとレセプト情報・特定健診

等情報データベースや臓器がん登録、小児

全国がん登録といった他のデータベースと

の連携について検討が必要である。 

○ がん登録で収集する項目については、研究

の推進や国民への情報提供に資するよう、

必要に応じて見直しを行うべきである。 

 


